
長崎県の認知症介護に関する人材育成研修体系

注）

介護指導者研修

認知症介護について現場

実践を経ている者であって、

実践リーダー研修を修了し

ている者

研修会場：認知症介護研究・研修東京センター

実践リーダー研修

（旧専門課程）２）

概ね５年以上の現場経験を有してお
り、実践者研修受講後１年以上を経
過した者

実践者研修

（旧基礎課程）1）

現場経験概ね２年程度の者

基礎研修

認知症介護の初任者や無資格の者

認知症介護実践研修の企画立案、
介護の質の改善に対する指導者役

事業所内のケアチームにおける
指導者役

認知症介護の理念、
知識及び技術の修得

認知症介護の
基礎に係る研修

認知症対応型サービス事業
管理者研修

• 受講要件：実践者研修（旧基礎課
程含む）受講済みであること

小規模多機能型居宅介護
サービス等計画作成担当者
研修

• 受講要件：実践者研修（旧基礎
課程含む）受講済みであること

１）痴呆介護研修 基礎課程

認知症対応型サービス事業

開設者研修

２）痴呆介護研修 専門課程

修了後は、
下記の研修
講師として
後進を育成

地域密着型サービス事
業の施設基準を満たす
ための必須研修
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